
議
案
第
六
十
六
号

杉
並
区
監
査
委
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
及
び
杉
並
区
行
政
委
員
会
の
委
員
の
報
酬

及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
二
十
二
日

提
出
者

杉
並
区
長

山

田

宏

杉
並
区
監
査
委
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
及
び
杉
並
区
行
政
委
員
会
の
委
員
の
報
酬

及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

杉
並
区
監
査
委
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
三
年
杉
並
区
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
を
削
る
。

第
二
条

杉
並
区
行
政
委
員
会
の
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
杉
並
区

条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
杉
並
区
監
査
委
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
及
び
杉
並
区
行
政
委
員
会

の
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る



旅
行
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
提
案
理
由
）

日
額
に
よ
る
費
用
弁
償
を
廃
止
す
る
必
要
が
あ
る
。



- 1 -

杉
並
区
監
査
委
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
及
び
杉
並
区
行
政
委
員
会
の
委
員
の
報
酬

及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

第
一
条
に
よ
る
改
正
（
杉
並
区
監
査
委
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

新

条

例

旧

条

例

（
旅
費
及
び
費
用
弁
償
）

（
旅
費
及
び
費
用
弁
償
）

第
三
条

略

第
三
条

略

２

略

２

略

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
監
査
委
員
（
常

勤
の
監
査
委
員
を
除
く
。
）
が
会
議
へ
の
出
席
そ

の
他
の
勤
務
を
行
う
た
め
旅
行
し
た
と
き
、
又
は

公
務
の
た
め
特
別
区
の
存
す
る
区
域
内
を
旅
行
し

た
と
き
は
、
費
用
弁
償
と
し
て
日
額
六
千
円
を
支

給
す
る
。

第
二
条
に
よ
る
改
正
（
杉
並
区
行
政
委
員
会
の
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

新

条

例

旧

条

例

資 料



- 2 -

（
費
用
弁
償
）

（
費
用
弁
償
）

第
五
条

略

第
五
条

略

２

略

２

略

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
委
員
が
会
議
へ

の
出
席
そ
の
他
の
勤
務
を
行
う
た
め
旅
行
し
た
と

き
、
又
は
公
務
の
た
め
特
別
区
の
存
す
る
区
域
内

を
旅
行
し
た
と
き
は
、
費
用
弁
償
と
し
て
日
額
六

千
円
を
支
給
す
る
。

３

略

４

略


	議案第66号 杉並区監査委員の給与等に関する条例及び杉並区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例



